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株式会社 池田泉州銀行

法人向けインターネットバンキング「インターネットＥＢ」

消費税率改定にともなう振込手数料変更手順書

■ 先方負担手数料は基準手数料を「使用する（常に最新の基準手数料を使用する）」としている場合

⇒振込振替（事前登録方式）の操作方法は 1.①をご覧ください。

⇒振込振替（都度指定方式）、総合振込の操作方法は、1.②をご覧ください。

■ 先方負担手数料は基準手数料を「使用しない（個別に登録した手数料を使用する）」としている場合

⇒個別に登録した手数料の変更方法は、2.①②をご覧ください。

1．先方負担手数料は、基準手数料を「使用する（常に最新の基準手数料を使用する）」としている場合

3 月中に 4 月 1 日以降の振込予約をされる場合は、以下の通り操作をお願いします。

①振込振替（事前登録方式）の操作方法

平成 26 年 4 月 1 日以降の振込手数料（税込）

当行同一店内あて 当行本支店あて 他行あて

3 万円未満 108 円 324 円

3 万円以上
無料

216 円 540 円

②振込振替（都度指定方式）、総合振込の操作方法

先方負担（登録済み金額）を選択す

ることで新税率の振込手数料が適用

されます。

振込指定日が平成 26 年 4 月 1 日以降の

場合、新税率の振込手数料を入力してく

ださい。
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2．先方負担手数料は「基準手数料を使用しない（個別に登録した手数料を使用する）」としている場合

消費税率改定にともない個別に登録した手数料を変更する場合は、以下の通り操作をお願いします。

※振込指定日が 3 月中の振込手続が全て完了してから、変更登録をお願いします。

※「基準手数料を使用する（常に最新の基準手数料を使用する）」としている場合、本作業は不要です。

①インターネット EB の「管理」メニューから「企業管理」ボタンをクリックし、手数料情報から

対象となるサービスの先方負担手数料を選択してください。

②「基準手数料を使用しない」を選択されている場合、必要に応じて「振込パターンごとの手数料」

を修正し、「変更」ボタンをクリックしてください。

※銀行所定の手数料を使用する場合は、4 月 1 日以降に「基準手数料を使用する」をチェ

ックし、「読込」ボタンをクリックの上、「変更」ボタンをクリックしてください。

（2014 年 2 月 28 日作成）

振込手数料の金額区分（30,000 円）

に変更はございません。


